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今後の子供の貧困対策の在り方について（概要） 

 

 

１．基本的な方針 

（１）現大綱に基づく主な取組・進捗等 

・ 現大綱に基づき、様々な取組が進んだこと、子供の貧困率を始めとする多くの指標で

改善が見られたこと、子供の貧困に対する社会の認知が進んだこと等について評価。 

・ 一方で、現場にはなお支援を必要とする子供やその家族が多く存在。また、地域間の

取組の格差が拡大してきたとの指摘もある。 

・ 子どもの貧困対策推進法の改正も踏まえ、現在から将来にわたる子供の貧困の解消に

向け、これまで以上に効果的な取組を進めていく必要。 

 

（２）新大綱に向けた施策の方向性 

  子育てや貧困を家庭のみの責任とせず、地域や社会全体で課題を解決するという基本

的な方針の下、以下の３つの視点を踏まえて次期大綱に盛り込む事項を検討。 

  ① 親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援 

・ 親の妊娠・出産期や子供の乳幼児期における早期の課題把握から、学校教育段階、

卒業して社会的自立が確立されるまでの継続的な視点での支援体制の構築 

・ 子供のライフステージに応じて切れ目なく支援を講じるために必要な情報の共

有、連携の促進 

  ② 地方公共団体による取組の充実 

・ 生まれた地域によって子供の将来が異なることのないよう、地方公共団体による

計画策定や取組の充実促進 

・ 特に市町村において、個別の子供の情報を活用した効果的な支援へのつなぎ 

  ③ 支援が届かない、又は届きにくい子供・家族への支援 

・ 声を上げられない子供たちを早期に発見し手を打つための様々な把握のツール 

の準備 

・ 困窮度が高いふたり親世帯等、困窮層は多様であることに留意した支援 

 

（３）「子供の貧困」に対する社会の理解の促進 

国、地方公共団体、民間の企業や団体、地域住民等が主体的に支援に参画できる環境の

整備が必要。 

 

２．子供の貧困対策に関する取組の方向性 

（１）教育の支援 

・ スクールソーシャルワーカー等が中核となって地域福祉等との多様な連携を生み出し

ていくなど、学校を地域に開かれたプラットフォームとする。 

・ 高校中退の決断をする以前からの学習・生活面での支援をしっかりと行うとともに、

高校中退後の学習相談及び学習支援等による継続的なサポートを可能にする。 

・ 子供の選択肢を増やす高等教育の修学支援新制度を確実に実施する。 
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（２）生活の安定に資するための支援 

・ 親の妊娠・出産期から相談に乗り、保護者を生活や就労等の各種の支援へつなげると

ともに、妊婦健診等を通じ、困難や悩みを抱える女性の早期の把握に努める。 

・ 様々な事情を抱える子供たちが安心して過ごせる居場所を安定的に作っていく。 

・ 児童養護施設を退所した子供等が退学や離職をした場合の相談体制等の整備が必要。 

 

（３）保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

・ 単に職を得るにとどまらず、所得の増大に資するとともに、仕事と両立して安心して

子供を育てられる適切な労働環境を確保。 

・ 家計の安定のため、単発の就労支援だけではなく、様々な支援を組み合わせる。 

・ ひとり親に対し、安心して働ける職場環境の整備等の就労支援を行うとともに、低所

得で生活が困難な状態にあるふたり親世帯についても、ひとり親家庭と同様に就労支

援をする。 

 

（４）経済的支援 

・ 児童扶養手当、児童手当等について、対象者の範囲や金額が充分なものであるか、直

接給付の有効性等も加味しながら検討する必要があるとの指摘もある。 

・ ひとり親家庭については、養育費の安定的な確保のための支援を行う。 

・ 家庭の教育費負担を実質的に減らす方策として、就学援助や給付型奨学金等が必要な

世帯に漏れなく活用されるよう周知を図る。 

・ 金銭面だけでなく、様々な支援を組み合わせて効果を高める。 

 

（５）子供の貧困に関する指標 

・ 別添の指標を設け、子供の貧困に関する改善状況を把握。 

 

（６）調査研究、施策の推進体制等 

・ 地方公共団体が実施する子供の貧困に関する実態調査を、全国的に実施。 

・ 特に企業に対し積極的な参画を促し、行政、地域、NPO 等の民間団体、企業等国全体

で子供を応援する雰囲気を作っていく。 

・ 子どもの貧困対策会議の下、施策の実施状況等について、定期的に検証・評価を行う。  

 

 

 

以  上 
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（別添） 

子供の貧困に関する指標 


